
山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
四
十
九
号
　
　
令
和
六
年
二
月
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
一

山
梨
県
公
報

第
四
百
四
十
九
号

令
和
六
年二

月
十
九
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更	

五
一

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定	

五
一

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

五
二

公

告

○
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
四

　
件
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

五
二

○
換
地
計
画
の
決
定
（
二
件
）	

五
三

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

五
三

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
新
環
状
道
路
建

設
事
務
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
線
名
　
百
四
十
号

三
　
道
路
の
区
域

山
梨
県
告
示
第
三
十
二
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面

は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ

－

ト
ル
）

延
長

（
メ

－

ト
ル
）

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
字
大
口
町
一
七
四
八
番

一
地
先
か
ら

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
字
早
稲
田
七
三
五
番
四
地
先

ま
で

旧

四
六
・
九
～

　
　
　
七
五
・
二

一
八
・
九

新

五
〇
・
〇
～

　
　
二
六
〇
・
五

一
八
・
九

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ

－

ト
ル
）

延
長

（
メ

－

ト
ル
）

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
字
大
口
町
一
七
四
八
番

一
地
先
か
ら

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
字
早
稲
田
七
三
五
番
四
地
先

ま
で

旧

四
六
・
九
～

　
　
　
七
五
・
二

一
八
・
九

新

五
〇
・
〇
～

　
　
二
六
〇
・
五

一
八
・
九

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
山
梨
県
大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
大
寺
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、
次
の
一
点
か
ら

十
二
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
十
二
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土

地
の
区
域

番
号

座
標

大
寺
山

－

1
一
点

二
点

三
点

四
点

五
点

六
点

七
点

八
点

九
点

十
点

十
一
点

十
二
点

北
緯
三
五
度
四
〇
分
五
二
秒
三
一
一
八

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
一
八
六
四

北
緯
三
五
度
四
〇
分
五
二
秒
一
八
九
四

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
五
秒
三
二
三
八

北
緯
三
五
度
四
〇
分
五
一
秒
八
〇
八
二

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
六
秒
一
七
七
六

北
緯
三
五
度
四
〇
分
四
七
秒
四
三
三
六

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
六
秒
三
三
三
七

北
緯
三
五
度
四
〇
分
四
七
秒
三
九
〇
四

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
〇
〇
四
四

北
緯
三
五
度
四
〇
分
四
八
秒
〇
〇
九
七

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
二
秒
九
九
〇
七

北
緯
三
五
度
四
〇
分
四
九
秒
一
五
四
二

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
二
秒
八
六
一
三

北
緯
三
五
度
四
〇
分
四
九
秒
五
六
四
〇

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
〇
四
〇
九

北
緯
三
五
度
四
〇
分
四
九
秒
九
九
七
一

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
一
四
八
二

北
緯
三
五
度
四
〇
分
五
〇
秒
二
七
九
九

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
一
六
六
九

北
緯
三
五
度
四
〇
分
五
〇
秒
二
八
七
二

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
〇
三
九
七

北
緯
三
五
度
四
〇
分
五
一
秒
〇
六
五
三

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
〇
二
八
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
四
十
九
号
　
　
令
和
六
年
二
月
十
九
日

五
二

一
　
縦
覧
書
類
　
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
甲
斐
市
役
所

四
　
審
査
請
求
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
三
日
ま
で

五
　
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
十
九
日
ま
で

◉
　
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
（
浅
川
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対

し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に

係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
縦
覧
書
類
　
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
北
杜
市
役
所

四
　
審
査
請
求
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
三
日
ま
で

五
　
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
十
九
日
ま
で

◉
　
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
（
東
入
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対

し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に

係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
縦
覧
書
類
　
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
北
杜
市
役
所

四
　
審
査
請
求
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
三
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
指
定
の
年
月
日
　
令
和
六
年
二
月
九
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置
　
笛
吹
市
春
日
居
町
熊
野
堂
字
藤
木
沢
三
百
三
十
番
四

三
　
指
定
道
路
の
幅
員
　
最
大
六
・
〇
二
メ

－

ト
ル
　
最
小
六
・
〇
〇
メ

－

ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長
　
五
十
五
・
五
九
メ

－

ト
ル

公
　
　
　
告

◉
　
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
（
新
田
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対

し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に

係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
山
梨
県
大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
大
寺
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、
次
の
一
点
か
ら

十
二
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
十
二
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土

地
の
区
域

番
号

座
標

大
寺
山

－

1
一
点

二
点

三
点

四
点

五
点

六
点

七
点

八
点

九
点

十
点

十
一
点

十
二
点

北
緯
三
五
度
四
〇
分
五
二
秒
三
一
一
八

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
一
八
六
四

北
緯
三
五
度
四
〇
分
五
二
秒
一
八
九
四

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
五
秒
三
二
三
八

北
緯
三
五
度
四
〇
分
五
一
秒
八
〇
八
二

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
六
秒
一
七
七
六

北
緯
三
五
度
四
〇
分
四
七
秒
四
三
三
六

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
六
秒
三
三
三
七

北
緯
三
五
度
四
〇
分
四
七
秒
三
九
〇
四

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
〇
〇
四
四

北
緯
三
五
度
四
〇
分
四
八
秒
〇
〇
九
七

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
二
秒
九
九
〇
七

北
緯
三
五
度
四
〇
分
四
九
秒
一
五
四
二

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
二
秒
八
六
一
三

北
緯
三
五
度
四
〇
分
四
九
秒
五
六
四
〇

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
〇
四
〇
九

北
緯
三
五
度
四
〇
分
四
九
秒
九
九
七
一

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
一
四
八
二

北
緯
三
五
度
四
〇
分
五
〇
秒
二
七
九
九

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
一
六
六
九

北
緯
三
五
度
四
〇
分
五
〇
秒
二
八
七
二

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
〇
三
九
七

北
緯
三
五
度
四
〇
分
五
一
秒
〇
六
五
三

東
経
一
三
八
度
五
八
分
一
三
秒
〇
二
八
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
四
十
九
号
　
　
令
和
六
年
二
月
十
九
日

五
三

営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
黒
駒
東
地
区
四
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求

の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
縦
覧
書
類
　
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
令
和
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
笛
吹
市
役
所

四
　
審
査
請
求
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
三
日
ま
で

五
　
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
十
八
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

五
　
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
十
九
日
ま
で

◉
　
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
（
念
場
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対

し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に

係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
縦
覧
書
類
　
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
北
杜
市
役
所

四
　
審
査
請
求
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
三
日
ま
で

五
　
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
十
九
日
ま
で

◉
　
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県

営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
（
黒
駒
西
地
区
三
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦

覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ

か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
縦
覧
書
類
　
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
令
和
六
年
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
笛
吹
市
役
所

四
　
審
査
請
求
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
三
日
ま
で

五
　
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
十
八
日
ま
で

◉
　
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
四
十
九
号
　
　
令
和
六
年
二
月
十
九
日

五
四

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

政
党
の
支
部名

　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
甲
府
市
第
五
支

部

寺

田

義

彦

廣

瀬

英

俊

甲
府
市
和
戸
町
一
二
一
八

令
和
六
年
一
月
十

一
日

令
和
六
年
一
月
十

六
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
山
梨
市
第
一
支

部

飯

島

力

男

坂

本

和

仁

山
梨
市
市
川
八
二
五

－

一

令
和
六
年
一
月
十

一
日

令
和
六
年
一
月
十

六
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
南
都
留
郡
第
二

支
部

流

石

恭

史

白

壁

道

康

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
三
四
四
八

令
和
六
年
一
月
十

六
日

令
和
六
年
一
月
二

十
四
日

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

地
域
未
来
政
策
研
究
会

望

月

大

和

古

屋

昭

仁

甲
府
市
和
戸
町
六
八
八

－

五

令
和
六
年
一
月
二

十
五
日

令
和
六
年
一
月
二

十
五
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

宏
友
会

保
坂
登
志
雄

令
和
五
年
四
月
一

日

令
和
六
年
一
月
十

七
日

旧

山

村

茂

雄

新

山
梨
県
社
会
保
険
労
務
士
政
治
連

盟

赤

池

幸

江

令
和
五
年
五
月
二

十
四
日

令
和
六
年
一
月
二

十
二
日

旧

平
田
ま
ゆ
み

新

向
山
ひ
か
り
を
支
援
す
る
会

向

山

　

輝

令
和
四
年
四
月
十

一
日

令
和
六
年
一
月
二

十
五
日

旧

向

山

　

惺

新

日
本
薬
業
政
治
連
盟
山
梨
支
部

仁

科

　

馨

令
和
六
年
二
月
一

日

令
和
六
年
二
月
一

日

旧

丹

後

　

学

新

山
梨
県
税
理
士
政
治
連
盟

中

込

公

人

令
和
五
年
六
月
十

六
日

令
和
六
年
二
月
二

日

旧

砂

田

俊

二

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
）

区
分

名
　
　
称

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公

職
の
種
類

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

た
く
し
ん
会

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

深

沢

芳

次

衆
議
院
議
員

令
和
六
年
一
月
三

十
日

令
和
六
年
一
月
三

十
日

旧



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
四
十
九
号
　
　
令
和
六
年
二
月
十
九
日

五
五

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

友
希
会

佐

野

義

承

相

川

　

明

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
山
保
三
三
五
三

令
和
五
年
十
二
月

五
日

令
和
六
年
一
月
十

五
日

小
俣
光
吉
後
援
会

堀

内

玉

夫

小

俣

睦

江

富
士
吉
田
市
新
屋
一

－

六

－

七

令
和
五
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
六
年
一
月
十

六
日

前
島
敏
彦
を
支
援
す
る
見
晴
し
会

有

馬

　

満

樋

口

幸

子

笛
吹
市
一
宮
町
東
新
居
一
五
〇
七

令
和
五
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
六
年
一
月
十

七
日

桑
原
守
雄
後
援
会

桑

原

安

男

桑

原

賢

次

富
士
吉
田
市
大
明
見
五

－

九

－

七

令
和
五
年
四
月
三

十
日

令
和
六
年
一
月
十

八
日

杉
原
き
よ
ひ
と
後
援
会

飯

室

道

男

田

口

康

一

笛
吹
市
石
和
町
山
崎
一
三
二

－

一
五
八

令
和
五
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
六
年
一
月
十

八
日

な
か
ざ
わ
修
後
援
会

仲

沢

　

修

河
西
理
映
子

南
ア
ル
プ
ス
市
和
泉
二
一
五

令
和
五
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
六
年
一
月
十

八
日

向
山
ひ
か
り
を
支
援
す
る
会

向

山

　

輝

向
山
ひ
ろ
み

山
梨
市
牧
丘
町
隼
一
四
二

－

一

令
和
五
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
六
年
一
月
二

十
五
日

こ
ま
ざ
わ
信
治
後
援
会

井

出

總

一

渡

辺

　

肇

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
七
五
四
五

－

一

令
和
五
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
六
年
一
月
二

十
六
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出
　
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届

氏
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

資
金
管
理
団
体
で
な
く

な
っ
た
年
月
日

届
出
年
月
日

仲

沢

　

修

衆
議
院
議
員

な
か
ざ
わ
修
後
援
会

南
ア
ル
プ
ス
市
和
泉
二
一
五

仲

沢

　

修

令
和
五
年
十
二
月
三
十
一

日

令
和
六
年
一
月
十

八
日

区
分

名
　
　
称

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公

職
の
種
類

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

た
く
し
ん
会

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

深

沢

芳

次

衆
議
院
議
員

令
和
六
年
一
月
三

十
日

令
和
六
年
一
月
三

十
日

旧
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号
　
　
令
和
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年
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日

五
六


